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 東日本大震災の概要 

  ○発生日時 平成23年3月11日（金） 14時46分頃 
  ○マグニチュード 9.0（暫定値） 

場所 び さ 陸沖 牡鹿半島 東南東 約 付近 さ約 暫定値  ○場所及び深さ 三陸沖（牡鹿半島の東南東、約130km付近）、深さ約24km（暫定値） 
  ○各地の震度（震度６弱以上） 
    震度７    宮城県北部 

震度６強 宮城県南部 中部 福島県中通り 浜通り 茨城県北部 南部        震度６強  宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、茨城県北部・南部
               栃木県北部・南部 
        震度６弱  岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県会津、群馬県南部、 

埼玉県南部 千葉県北西部                       埼玉県南部、千葉県北西部
  
   ○主な検潮所で観測した津波の観測値（４月１３日１６時現在） 

相馬 最大波 ９ ３ｍ以上 １１日１５時５１分        相馬     最大波 ９．３ｍ以上 １１日１５時５１分
        宮古      最大波 ８．５ｍ以上 １１日１５時２６分 
        大船渡    最大波 ８．０ｍ以上 １１日１５時１８分 

石巻市鮎川 最大波 ７ ６ｍ以上 １１日１５時２５分        石巻市鮎川 最大波 ７．６ｍ以上 １１日１５時２５分
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 東日本大震災の被災状況 
死者・行方不明者数 死 者  15,281名   行方不明者   8,492名

（5月31日現在、警察庁調べ） 

建築物被害（住家） 全 壊      10万7,748棟    半 壊    6万3,083棟 
一部破損 29万8,051棟  全焼・半焼      261棟 

（5月31日現在、警察庁調べ） 

避難者数  10万2,271人（5月31日現在、警察庁調べ） 
 46万8,653人（3月14日（ピーク）時点） 

直轄管理河川の被災 2,115箇所（5月30日現在、国土交通省調べ） 

堤防護岸の被災 岩手、宮城、福島３県（堤防護岸延長300ｋｍ）において、全壊・半
壊が約190ｋｍ（5月30日現在、国土交通省調べ）壊 約 （ 月 現在、国 交通省調 ）

港湾の被災 国際拠点港湾及び重要港湾 11港 
地方港湾 18港                   （国土交通省調べ） 

下水道関係の被災 下水処理場の稼働停止 18箇所（岩手県 宮城県 福島県及び下水道関係の被災 下水処理場の稼働停止 18箇所（岩手県、宮城県、福島県及び
茨城県の沿岸部にある下水処理場） 
 
管渠 137市町村等の下水管66,086ｋｍのうち、957ｋｍで被災 

（5月30日現在、国土交通省調べ） 

道路の被災総数 高速道路 15路線                         直轄国道 69区間 
都道府県等管理国道 102区間   都道府県道等 539区間 

（5月30日現在 国土交通省調べ）
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（5月30日現在、国土交通省調べ） 

津波による浸水面積 岩手県：58ｋ㎡、宮城県：327ｋ㎡、福島県：112ｋ㎡ 
                  （4月18日現在、国土地理院調べ） 



（１）人口（2005年人口） 
東北七県の総人口は約1 207万人であり 全国比で9 4％を占めている 沿岸部市町村に いてみると 約238万人で

 東北地方の現況（人口） 

東北七県の総人口は約1,207万人であり、全国比で9.4％を占めている。沿岸部市町村についてみると、約238万人で
全国比1.9%である。浸水区域に限ってみると、約36万人で全国比0.3％の人口に当たる。当該区域の65歳以上の高齢
人口は、約8万1千人、全国比0.3%であり、総人口比と同じ比率であることから、特に高齢化が進んだ地域であるという
ことはない。 

※沿岸部市町村 岩手県 宮城県 福島県は海岸線を有している市町村（但し 仙台市は宮城野区 若林区 太白区のみ）※沿岸部市町村：岩手県、宮城県、福島県は海岸線を有している市町村（但し、仙台市は宮城野区、若林区、太白区のみ） 
                                                                    青森県は八戸市、三沢市、六カ所村、おいらせ町、階上町 

（２）世帯（2005年値） 
東北七県の一般世帯総数は、約414万世帯であるところ、沿岸部市町村では約88万世帯で全国比1.8%となっている。
浸水区域に限ってみると、一般世帯数は約12万世帯で全国比0.2％と推定される。

対象エリア 

東北七県 

沿岸部四県 

沿岸部市町村（但し
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沿岸部市町村（但し、
仙台市は宮城野区、
若林区、太白区のみ） 



○東北の浸水区域508km2の土地利用区分別でみると 田 畑等の農業的土地利用が229km2と最も多

 土地利用別の状況 

○東北の浸水区域508km2の土地利用区分別でみると、田、畑等の農業的土地利用が229km2と最も多 
   い土地利用であり、都市的土地利用である建物用地は101km2である。 

東北圏の土地利用が全国に占める割合 

(注1)「その他」は公園，空地，ゴルフ場，河川及び湖沼等 
(注2)「東北浸水区域」は国土地理院が浸水があったと判読（4／8時点）した東北圏の区域 
(注3)四捨五入の関係で合計、割合が合わない場合がある。 
(出典)国土数値情報に基づき国土交通省国土計画局算出 

従前の土地利用別浸水範囲の面積 

従前の土地利用別浸水範囲が各県域の土地利用別面積に占める割合 
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( 注 )「その他」は公園，空地，ゴルフ場，河川及び湖沼等 
(出典)国土数値情報に基づき国土交通省国土計画局算出 



 交通関係の復旧状況の推移 
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